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平成２７年労第５６２号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による障害補償給付を支給し

ない旨の処分並びに同月○日付けで請求人に対してした療養補償給付及び休業補

償給付を支給しない旨の処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、平成○年○月○日、Ａ会社（以下「事業場」という。）に雇用され、

同年○月○日、Ｂ会社が元請として施工するＣ解体工事に下請作業員として従事

していた。 

請求人は、平成○年○月○日、当日の作業を終了し、事業場に戻ったところ、

事業場敷地内で同僚から顔面を殴打されるなどして（以下「本件暴行」という。）、

負傷した（以下「本件負傷」という。）。請求人は、同日、Ｄ病院に受診し、「変形

性頚椎症、外傷性肩手症候群、大腿四頭筋挫傷、全身打撲、脳震盪」と診断され、

以後、入院・通院加療の結果、平成○年○月○日、治ゆ（症状固定）となった。 

請求人は、本件負傷は業務上の事由によるものであるとして、監督署長に療養

補償給付、休業補償給付及び障害補償給付を請求したところ、監督署長は、請求

人の本件負傷は業務上の事由によるものとは認められないとして、これらを支給

しない旨の処分をした。 

請求人は、これらの処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審

査官」という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを

棄却したので、請求人は、更にこの決定を不服として、本件再審査請求に及んだ
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ものである。 

第２ 再審査請求の理由 

（略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 

第４ 争  点 

本件の争点は、被災者の本件負傷が業務上の事由によるものであると認められる

か否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

上記第５の審査資料に基づき、本件について検討し、判断すると、次のとおりで

ある。 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）請求人は、本件負傷は、業務上の負傷であることは明らかであり、業務起因

性が認められる旨主張する。 

（２）ところで、他人の暴行による負傷の業務起因性の判断に関しては、厚生労働

省労働基準局長が「他人の故意に基づく暴行による負傷の取扱いについて」（平

成２１年７月２３日基発０７２３第１２号。以下「通達」という。）を策定して

おり、当審査会としてもその取扱いを妥当なものと考えることから、通達に基

づき、以下検討する。 

（３）加害者は、本件暴行に至った理由について、平成○年○月○日付け聴取書に

おいて、「請求人をただ単に嫌いだったという理由からです。 日ごろから彼の

ことは、体質的に合わないし、よく思っていませんでした。」、「私個人の彼に対

する恨みつらみから暴力をふるってしまいました。仕事とは一切関係ないです。」

と述べている。また、加害者は、本件暴行の刑事事件に関する取調段階の供述

調書において、「請求人のそれまでの仕事に対する姿勢や取り組みなどに不満を

持っており、人の命令や指示を無視したりして、自分のいいように仕事をし、
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仕事を進める上で作業が円滑に行かなくなったりすることがそれまで多々有り、

仕事上、請求人のわがままで支障をきたしていたため、そのことを請求人に直

接言ったところ、請求人は非を認めず、言い訳ばかりしてきましたので、思わ

ず頭にきて暴力をふるったのです。」と述べている。 

さらに、Ｅは、「加害者の請求人に対する日ごろの鬱憤がそのとき爆発したの

かなと思いました。」と述べている。 

これら関係者の申述等を踏まえると、加害者と請求人は職場以外での付き合

いは認められず、加害者は、日ごろから職場での請求人の言動に不満を持って

いたものと認められるが、加害者は請求人に対して業務の指示あるいは業務上

の指導を行う立場にはなく、同僚として請求人に私的な悪感情を抱いていたも

のと認められる。 

（４）請求人は、本件暴行を受けた理由について、要旨、「産業廃棄物の分別作業

にかかる件で、加害者の弟である現場責任者からの指示を聞かず、トラック運

転手からの指示を聞いたことに対して、 加害者が立腹したのが原因だと思う。」   

と述べ、請求人らは、要旨、「壁紙を剥がすかどうかというトラブルが本件暴

行のきっかけとなっており、業務に関することであるのは明らかである。」と

主張している。 

確かに、本件暴行の当日、産業廃棄物の廃棄方法についてのトラブルが生じ

たことは認められるところであるが、トラブルは請求人と現場責任者の間での

ことであり、当審査会としては、本件暴行は、上記（３）のとおり、日ごろか

ら請求人に悪感情を抱いていた加害者が、 自分の弟である現場責任者の指示に

従わない請求人に対して、 肉親が蔑ろにされたことをきっかけとする私的感情

により行ったものとみるのが相当と判断するところであり、本件暴行と業務と

の因果関係を認めることはできず、本件傷病は業務によるものと認めることは

できない。 

（５）なお、請求人らは、本件暴行事件に関して事業場と和解していることをもっ

て、本件暴行が業務の執行についてなされたものと主張しているが、同和解は、

労災保険法上の業務起因性までも認めているものではなく、上記判断を左右し

ない。 

３ 以上のとおりであるので、監督署長が請求人に対してした療養補償給付、休業
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補償給付及び障害補償給付を支給しない旨の処分は妥当であって、これらを取り

消すべき理由はない。 

 

よって主文のとおり裁決する。  


